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論

説

所
得
税
均
等
貢
罐

の
理
想
こ
實
現
(
一
)

第
十
巻

(第
三
號

五
四
)

三
六
二

●

所
得
税
均
等
負
憺
の
理
想

ε
實
現

(
ご

第 第 第 第 節 節
六 五 四 三 二 一

序

言

'}
本
號
掲
載

所
得
税
の
均
等
貢
塘
の
原
則

所
得
税
の
均
等
貴
旛
の
方
法

脚醐灘

鰐
配肌態}一

第

一

序

口

汐

見

三

郎

租
税
の
肚
會
政
策
化
な
る
大
抱
負
を
以
て
起
草
せ
ら
れ
な
所
得
税
改
正
法
案
は
、
愈
々
議
會

に
提
出
せ
ら
れ
只

今
審
議
中
で
あ
る
。
抑
も
我
国

に
於
て
所
得
税
な
る
者

が
創

め
て
設
け
ら
れ
な
の
は
明
治

二
十
年
の

事

で

あ

る

が
、
三
十
二
年
の
新
税
法
に
依
り
面
目

白
新
し
其
後
改
正
饗
更
相
機
ぎ
今
日

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
其
主
な
る
者

の
み
で
も
明
治
三
十
七
年
の
非
常
特
別
税
法
、
翌
三
†
八
年
の
非
常
特

別
税
法
中
改
正
、
大
正
二
年

の
所
得
税
法

中
改
正
、
同
七
年
の
所
得
税
法
中
改
正

の
多

き
を
敷

へ
る
事
が
出
來
る
。
.

■

'

改
正
法
案

に
謝
し
て
は
種
々
の
批
評
が
試
み
ら

れ
て
み
る
。
「
政
府
は
自
己
の
煽
揚
し
だ
物
贋
騰
貴

の
結

末

を

1)明 治 財 政 史 、 第 六巻 第 六 編 第 一 章第 一 節1-36頁 、

開 口學 士 、 改 正 所 得 税 法 要 義 、 緒 論 第 一・章1-12頁 、

鈴 木 學 士 、 帝 国税 法 論 、 第 三 締 鯖 二 章 第 二 節 、 ゴ77-2肋 頁 、

'



所
得
税
増
徴

に
轄
嫁
す

る
の
不
都
合
を
敢
て
し
て
み
る
」
こ
か
、
「地
租
に

一
切
、
手
を
鯛
れ
な
い
で
所
得
税
の
み

を
増
徴
す

鼠

飲
り
農

晟
黙

の
本
領
を
獲
挿
し
て
み
る
」
ε
か
の
理
由
で
、
随

分
手
激
し
い
攻
撃
を
し
て
み
る

人
も
有
る
。
第

一
の
批
難
は
寧
ろ
歳
出
に
關
す

る
批
評
叉
は
財
政
計
謹
に
關
す
る
意
見
で
み
り
、
第
二
の
論
は
租

税
制
度
論
換
言
す
れ
ば
歳
入
編
成
論
で
あ

っ
て
共

に
所
得
税
其
者
に
は
直
接
の
交
渉
を
有
し
て
み
な

い
。
財
政
計

外を

基

部
濡

す
・
藷

及
績

需

度
量

す
・
批
評
覧

て
先
背

謬

、
余
・
所
得
馨

整

案
薯

鋳

除

し
學
術
的
批
利
を
下
し
北
い
の
で
あ
る
。

焦
寧

租
税
塗

方
財
整

の
・
的
・
達
・
盤

面
啓

上
経
済
上
の
塞
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・
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雰
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す
垂
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味
・
、
或
・
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正
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的
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の
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.
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之
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租
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・
ば
・
等
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・
ん
・
す
る

糠

に
依
b
準

等

の
原

則

(蜀
ユ
記
ゼ
魯

α。
・
臼
。喜
日
計
晶
匿

じ

が
成
立

す

る
の
で
あ

る
。
敷

に
愈
愈
的

原
則
は
孕
等

の
原

棚
A

則
普

遍

の
原
則

の
二

つ
に
分

つ
事

が
出
来

る
。
租

税

の
財

欲
的
原
則

、
経
済

的
原
則
、

及
び
肚

會
的

原
則
中

の
普

助
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論

説

所
得
税
均
等
貢
措
の
理
想
ε
實
魏
(
こ
.

第
十
巻

(第
三
號

五
六
)

三
六
四

遍
の
原
則
よ
り
す

る
改
正
案

の
批
評
は
巳
に
十
分
盤
さ
れ
て
る
る
か
ら
別
に
繰
返
す
必
要
も
無

か
ら

う
。
濁
り
最

後
の
肚
會
的
原
則
中

の
孚
等
.の
原
則
に
至
っ
て
は
論
ぜ
ら

る
べ
く
し
て
論
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
重
大
問
題
で
あ

る
か

ら
、
余
は
専
ら
是
を
主
題
ε
し
て
研
究

し
て
見
な
い
。

題
し
て

「
所
得
税
の
均
等
負
捲
の
理
想

ご
實
現
」
ε
云
ぷ
、
即
ち
.租
税
の
肚
.會
的
原
則
中
の
孕
等

の
原
則
な
る

者
の
本
質
を
我
国
所
得
税

に
就
き
調

べ
な
の
で
あ

る
。
白
薙
我
國
の
直
接
視
制
度

は
主
義
ε
し
て
所
得
税
中
心
の

形
式
を
探

っ
て
み
る
が
、
之
を
實
廣
に
徴
す

る
に
戦
前

の
所
得
税
牧
人
は
空
脛
常
吸
入
の
六
%
、
〔大
正
二
年
度
決
.

算
)
に
過
ぎ
な

い
一貧
弱
な
歌
熊
〃に
め
っ
た
。
然
る
に
最
近

の
経
濟
…事
樒
…
の
急
潮
…の
獲
～達
は

一
躍
十
五
%
〔大
正
八
年

度
豫
算
)
乃
至
二
十
三
%
(大
正
九
年
度
豫
算
)
の
高
位
に
上
ら
し
め
な
。
此
く
て
所
得
税
は
我
国
直
接
税
中

の
.圭

視
た

る
の
地
位
を
名
實
共

に
藏
ち
得
た
の
で
あ
る
。
故

に
本
論
丈
の
扱
ふ
所
は
所
得
税
中

の

一
問
題
に
過
ぎ
な
い

が
、
軈
て
租
税
全
鵤
に
封
ず
る
余

の
意
見

を
示
す
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

,

余
は
先

づ
大
前
提
ご
し
て
経
済
原
論
の
敏

ゆ
る
儘

に
所
得
税
の
均
等
負
据
の
原
則
弁

に
其
方
法
を
説
明
し
、
次

に
小
前
提

に
は
我
国
現
代
の
所
得
分
配
歌
態
を
統
計
事
實
に
俵
り
嚴
密
に
示
し
、
此
二
つ
の
前
提
の
示
す
所
を
基

準
ざ
し
て
所
得
税
法
改
正
法
案

の
内
容
を
批
判
し
や
う
ε
思
ふ
。

第
二

所
得
税
の
均
等
召
夙…据
の
原
則

3)小 川博士、租税論講義、第一篇第 一章、1-5頁



↑

最
近

の
學
説
に
從

へ
ば
、
租
税
は
国
家
公
共
團
艘
が
牧
人
を
得
ん
が
爲
め
に
強
制
的

に
徴
牧
す

る
公

課

で

あ

う

　

ヤ

も

ヨ
る
。
故

に

一
般
個
人
縄
濟
の
富
を
取
り
て
之
を
国
家
公
共
團
艘
に
移
す
も
の
ε
云
ふ
事
が
出
來
る
。
然
ら
ば
租
税

や

あ

で

へ

も

ミ

へ

も

や

も

　

ロ

う

コ

や

ち

み

り

リ

モ

へ

あ

ヘ

ヘ

モ

で

あ

も

も

も

モ

ろ

ヘ

ヤ

も

あ

を
各
個
人
に
如
何
に
配
分
す

べ
き
や
、
藪
に
始
め
て
砒
會
的
原
則
な
る
者
が
獲
生
す
る
の
で
あ
る
。
第

一
に
季
面

的
に
考

へ
各
個
人
脛
濟

に
洩
れ
な
く
行
き
渡
ら
し
め
ね
ば
な
ら

楓
、
普
遍
の
原
則
は
此
要
求
よ
り
出
て
み
る
。
次

　

マ

ら

　

も

あ

ら

も

も

へ

ち

あ

も

や

も

し

も

ゆ

も

ヘ

ヤ

ヘ

ロ

も

ヘ

コ

へ

も

へ

ぬ

　

マ

ヘ

ロ

じ

　

ヨ

も

も

も

へ

に
立
膿
的
に
其
個
人
経
済

の
経
済
力

の
優
劣

に
朦

じ
均
等
に
分
配
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
子
等
の
原
則
の
必
要
な
る
所

ぬ

エ

つ

み

も

も

も

も

リ

モ

ヘ

サ

も

ヘ

へ

も

も

も

ヘ

ヤ

セ

ら

ヘ

カ

ヵ

も

　
　

へ

う

以
で
あ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
此
肚
會
的
原
則
中
の
季
等

の
原
則
を
如
何
に
し
て
確
立
す

べ
き
か
。

カ
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ヘ
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ヘ

カ

あ

モ

も

り

　

ヨ

も

ゆ

ヘ

マ

へ

も

租
視
は
経
濟
現
象
で
あ

る
ゆ
從

っ
て
縄
濟
現
象

ε
し
て
の
.租
税
は
敷
用
の
極
大
犠
牲

の
極
小
を
目
標

ε
し
て
…進

で

も

し

へ

も

も

ま

ね
ば
な

ら

ね
、
最
小

の
犠
牲

を
彿
ひ
最
大

の
奴
用

を

牧

む
る
経
濟
主
義

(匡
。号
尋

9
・
。一幕

)
は
重
要

な

る
根
本

の

原
則
で
あ
る
。
財
政
は
…四
つ
る
を
量

っ
て
入
る
を
制
す
る
を
旨
ε
す
る
、
必
要
経
費

の
確
定
は

一
定
金
額
の
租
挽

じ

ド

徴

牧
を
要
求

し
て
止

ま
な

い
、
換
言

せ
ば

一
般
個
人
脛

濟

よ
り
租
税

の
形

に
於

て

一
定

の
富
を
徴

し
以
て
國
家

の

財
政
的
必

要

に
鷹

ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ

の
で
あ

る
.
一
般
個

人
纒
濟

に
ε
り
て

は
租
視

は

一
種

の
犠
牲

で
あ

る
、故

に
経

済

主
義
は
其
當
然

の
結

論

ε
し
て
、
犠
牲

少
く
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。
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全
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`
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ε
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人
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じ
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に
租
税
を
配

分
す

れ

論
、
説

.
所
得
税
均
等
頁
搬
の
理
想
ご
實
現
(
こ

,

第
十
巻

(第
三
號

五
七
)

三
六
五

,PureTheoryofTaxation(Economic工ournal・1897・PP.4)F-Y、Edgeworth

T.N.Carver,TheEthicalBasisofDistribution&iしsapplication550-571.)

toTaxation.T.N.Carver,TheminimumSacrificeTheoryofTaxa.tion
EdwinK.A.S⊂ligman,(PoliticalScienceQuarterly.tgo4・PP・66-79二)

Part11.HistoricalAppendixPi-ogressiveTaxationinTheory&Practice.

V.E1)P.285-289,.M・Pantaleoni,PureEconomics・PartI・chaptcrI-II・

PP.3-38・



.

冨

齢

論

説

所
得
税
均
等
貢
搬
の
理
想
ζ
實
異

ご

第
+
巻

(第
三
號
.
五
入
)

三
六
六

励
蛭
緋
鯉
-
蓼
餅
理
繰
を
野
馳
か
を
孕
於
酔
贈
樹
で
か
い
引
が
・
貯
原
貯
鯉
税
穂
か
蜘
轡
賛
脅
㍗
か
脅
夢
助
か
呼

マ

も

た

ヤ

も

ヤ

ヘ

へ

み

ば
れ
て

る
る

の
で
あ

る
。

ラニ

f

・

凹

(
.

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、
.
、

、

、

、

、

現

今

の

租

税

論

は

所

得

躍

一
視

を

理

想

亡

し

て

る

る
。

從

っ

て

租

税

の
均

等

負

憺

を

論

ず

る

に

當

っ

て

も

先

つ

も

へ

も

へ

り

も

ヘ

マ

や

つ

セ

ミ

ち

ヘ

マ

も

エ

も

カ

へ

あ

裸
視
物
件
た
る
所
得
の
性
質
を
究
明
す
る
の
要
が
あ
る
。
小
川
博
士
は

「
個
人
所
得
ご
は
或
個
人
経
済

の
主
禮
が

一
定
期
間

に
規
則
正
し
く
取
得
す
る
牧
人
に
し
て
之
を
消
費
庭
男
す
る
も
之
が
爲

に
経
済
上
の
地
位
を
害
す

る
事

無
き
も
の
を
云
ふ
」
ε
定
義
し
、
.神
戸
博
士
は
所
得
を
以
て

コ

定
期
間
(
年
)
に
或
経
済
人
に
其
自
由
盧
分
の
麗

域

に
入
れ
る
純
財
産
増
加
井
に
其
受
く
る
所
⑳
人
的
給
付
及
財
物
利
用
ご
解
す
る
」
を
稔
當

ε
し
、
堀
切
學
士
は

「
所
得
巴
は
他
の
貨
物
叉
は
貨
幣
債
値
を
有
す

る
動
勢
叉
は
便
益
に
し
て

一
定
の
期
日
に
於
て
永
続
的
泉
源
よ
リ

ラ
　

ラ

規
則
的

に
畿
生
し
自
己

の
利
益

の
爲
に
庭
分
し
得

る
も

の
な
b
」
ご
定

め
て
み
る
帖
要
す
る
に
、

一
室
親
的
観
念

(

　
ラ

ラ

な
る
事
、
二
自
由
に
消
費
威
労
し
得

る
も

の
な
る
事
、
三
通
常
貨
幣

の
形
に
て
表
れ
て
み
る
事
は
何
れ
の
學
読
も

(

(

一
致
す

る
所
で
あ
る
。

む

む

む

レ

所

得

は
己

に
人
的
観
念

(需
.、。⇒
四一
.・齢。
。q。矯
)
で
あ

る
、

さ
す
れ
ば
所
得

は
其
自

身
主

義
あ

る
者
で
無

く
、
其

が

財

に
換
え
ら

れ
其
財

が
其
人

に

一
定

の
敷
用
を
齎

す
事

に
依

っ
て
始

め
て
意

義
を
生
す

る

の
で
あ

る
。
故

に
所
得

を
考

へ
.る
の
に
は
其
自
身

の
み

で
満
足

し
な

い
で
必

中
最

後

の
敷
用

に
迄
漕

ぎ
付

け
ね
ば
な
ら

鎗
。
小
川
博
士

の

エ

リ

む

ロ

リ

む

む

　

む

む

む

　

む

所
謂
所
得
税

の
主
観
性
な
る
観
念
は
實
に
弦
に
胚
胎
し
て
ゐ
胤
の
で
あ
る
。
次
に
自
由
に
消
費
庭

分
し
得
る
も
の

う

あ

も

カ

マ

も

(・①
ε
.
∩一畠
ユ
§

昆

)
で
め

る
か
ら
之
を
投

ず

れ
ば
其

代
替

物

ε
し

て
享
樂
財

生
産

財
を
獲
得
す

る
事

が
出
來

る
。

の簸 灘耀 灘 灘 繋 蛾
三灘 難黙灘.號

35-66頁}
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も

も

へ

此
く
て
得
た
る
物

の
中
享
樂
財
に
就
き
殻
用
漸
減
法
則
の
行
は
る
＼
は

甘
く
。旨

一
派
の
説
明
し
た
通

り
で
あ

っ

ヘ

ヘ

へ

て
、
壽

σ
①「、
閃
①
∩ぎ
巽

の
刺
戟

感
受
逓
減

の
法
則

ご

正
し
く
同

」
思
想

に
出

で

、
み

る
。
然

し
生
産
財

に
就

て
は

多
少

の
疑
問
存
し
、
或
飽

和
然
迄
は
漸
増
の
傾
向
を
有
す
る
が
、
其
後
は
矢
張
り
漸
減
法
則
の
支
配
を
免
れ
得
な

　

む

む

り

む

む

む

む

む

む

む

む

り

む

ワ

い
の

で
あ

る
。
最
後

に
所
得

は
貨
幣
額

に
依

っ
て
示

さ
れ

て
み
る
事

(=
一。。ヨ
.
。頃
日
。口
。団
。.
薯

冨.乳
切
朝
。.門ε

を
注

意

せ
ね
ば

な
ら

鉛
。
然

し
貨

幣

ε
云

っ
て
も
、
享
樂

財

生
産
財

ご
相

射
し
凋

立
の
地

位
を
有

す
る
河

上
博
士

の
所

謂
交
換

射
た

る
抽
象
的
貨
幣

で
無

く
し
て
、
其
背

後

に
存

す

る
生
産
財

享
樂

財
を
便
宜
上

此
く
名
付

け
左

に
過

ぎ

の

り

し

ロ

ち

も

ヘ

セ

カ

も

ヘ

カ

ぬ

ロ

む

も

も

マ

も

カ

も

マ

エ

ヘ

ヤ

ヵ

を

カ

も

や

も

カ

も

わ

っ

も
　

な
い
。
要
す

る
に
、
所
得

が
個
人
経
済
に
謝
し
て
有
す
る
意
義
は
生
産
財
た
り
室
樂
財
と
し
て
敷
用
を
齎
す
黙
に

め

　

も

も

セ

ド

存
し
て
み
る
。
而
し
て
小
所
得
者
は
僅
に
享
樂
財
を
得
る
に
止
ま
る
故
其
齎
す
数
用
は
漸
次
減
少
す
る
の
み
で
あ

る
。
大
所
得
者
は
、
享
樂
財
の
み
に
就
て
は
此
原
則
に
支
配
せ
.ら
れ
る
が
、
街
生
産
財
を
も
併
せ
有
し
て
み
る
か

ら
之
に
就
て
は
或
飽
和
状
態
迄
漸
増
法
則
の
行
は
れ
る
も
可
能
で
あ
る
が
何
れ
は
享
樂
財

ξ
同

↓
運
命

に
締
す

る

鐸
で
あ

る
。
現
に

しd
Φ
昌
o
三
目
の
如

き
は

乏
①
σ①
き
悶
9
ぎ
q

の
先
願
看
こ
し
て

「
増
加
財
産
の
傾
値

は
財
産
総
額

の

に
反
比
例
す
る
」

ε
断
言
し
て
み
る
。
余
は
所
得
の
本
質

に
顧
み
、
凡
て
所
得

に
は
敷
用
漸
減
法
則
行
は
る
ε
假

寇
し
て
議
論
を
進

め
て
行
か
う
。

り

あ

も

ヘ

マ

モ

へ

も

も

へ

も

も

も

も

や

し

も

し

カ

リ

　

も

し

も

モ

ミ

い

つ

ヤ

へ

問
題
は
頗

る
簡
軍
ε
な

っ
た
。
租
税
を
各
脛
済
生
膿
に
分
つ
に
は
、
敷
用
漸
減
法
則
行
は
る
、
各
種
所
得
中
よ

ゆ

り

ヤ

も

セ

も

り

へ

　

へ

し

ヘ

へ

も

う

モ

エ

ち

マ

へ

　

ヵ

ロ

も

も

し

う

り

ヤ

へ

り

り
、
犠
牲

が
最

も
少

き
様

に

(昌げ一コ
巨
鐘

。こ

陣引.岳
ご
)
冨
を
徴

せ
ね
ば
な
ら

臓
、
換
言

せ
ぱ
、奴
用
漸
減

法
則
の
支

ロ

リ

　

も

リ

ョ

も

ロ

も

へ

で

り

む

し

ヘ

ヘ

へ

ち

つ

や

　

い

も

カ

う

も

カ

つ

も

つ

マ

配
下
に
あ

る
所
得

に
課
税
し

て
而
も
差

引
最
大

の
敷

用

が
残

る
様

に

(日
田、冒
、
ヨ
。
h
μ
。[
[。榊国一
己
臣
巳

租

税
を
分
配

コ

カ

も

む

も

ヘ

ヘ

ヘ

コ

も

へ

ち

ヘ

ヘ

マ

へ

す

る
を
原
則

・し
せ
ね

ば
な
ら

阻
の
で
あ

る
。

論

説

所
得
税
均
等
貰
櫓
.の
理
想
ε
實
現
(
一)

第
十
巻

(第
三
號

五
九
)

三
六
七

8)霧 脳 漁離:み臨 　誌 繍錘跨 輩矯 灘 奎簾雑§≦2訟1
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、、

論
…

購
肌

所
得

狐伽
均

僧寺
召
量
儂
の
理
想

ε
城
見
掘
★

一
)

儀
川十
血管

、
(儀
四
一昌
號

山ハ
Q
)

一二
⊥
八
八

ラ三

、

、

、

、

,

、

、

b

冥

、

、

、

、

、

、

、

、

㍗

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

・

経

済

原

論

に

於

て

は

、

限

界

敷

用

卒

均

の

原

則

叉

は

限

界

利

用

均

等

の

法

則

な

る

者

が

享

樂

財

に

就

き

建

設

せ

、

m

ヤ

ヘ

ヘ

へ

ら
れ
て
る
る
。
河
上
博
士
は
此
原
則
を
説
明
し
て
曰
く

コ

定
金
額
に
て
物
を
購
買
す

る
場
合
に
は
種
々
な

る
貨

物

の
限
界
飲
用
を
季
均

せ
し
む
る
程
度
に
買
入
み

、
が
最
大
の
全
部
敷
用
を
獲
得
す
る
所
以
ざ
な
る
も
の
に
て
即

ち
限
界
飲
用
巫
丁
均
の
法
則
は
之
を
換
言
す
れ
ば
全
部
敷
用
極
大
の
法
則
ど
な
る
次
第
で
あ
る
。

(中
略
)更
に
之
を

・＼
＼
ザ
肱 、…

・

二

-

凸こ

一

、

……

-

…

＼

　

…

,

　

　

　

1

…

下

一-

匡
J

C

5
.

食
四
十
五
圖

、

嗣 一 一;
1一一一.「.

10152025」0

瞥 ＼
}

一

一
コ

ユ

ト
5 ID

rト ー 同一r一 一 一 一 ト 「 ・25452035
4015zo「潮

〆

國

:i屋
1用
一一一丁一一一丁一一一1一一一一「一一1-

5To152025

換
言
し
て
最
大
差
増
の
法
則
ざ
云

ふ
事
も
出
乗
る
」
芭
。
是
は
草
薬

財

の
購
買
に
充

つ
べ
き
金
額

一
定

し
(例

へ
ば
百
圓
)而
し
て
此
金
額

を
敷
種
一の
宜
†樂
財

〔例

へ
ば
衣
、

の

食
、
住
)
に
分
配
す
る
場
合
に
、
.

其
筈
享
樂
財
よ
り
得
る
全
部
敷
用

を
極
大
に
す
る
に
は
各
享
樂
財
の

限
界
敷
用
が
均
等
(
五
)
ざ
な
.る
程

度

に
買
入
る
べ
し

(衣
三
十
圓
、

住
二
十
五
圓
)
ご
激

へ
た
の
で
あ
る
。
圖
表
的

に
云

へ
ば
、
横
線
を
以
て
金
額
を
示
し
縫
線
を
以

て
各
享
樂
財

の
敷
用
を
表
せ
ば
、
最
後
の
縦
線
陀
る
限
界
敷
用
が
等
し
く
.な
る
様

に
横
線

の
金
額
を
定
め
る
の
が

10)河 上 博 士 、 経 済 原 論 、 第 二 章 第 五 、10g一 【35頁 、

稲 田 博 壬 、 経 済 學 講 義 、 第 三 篇 第 五 章 、435-459頁 、
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■

最
も
此
目
的
に
適
ふ
鐸
で
あ
る
。
若
し
此
場
合
に
此
卒
均

(五
)
を
破
り
漕

一
方

の
享
樂
財
に
充
て
た
る
金
額
の

一

部
(例

へ
ば
衣
服
肇

二
十
圓
の
中
五
圓
)
を
奪
ひ
他
の
享
樂
財
〔住
宅
費
の
二
十
五
圓
)
に
加

へ
る
時
は
結
局
失
ふ
所

得

る
所
よ
り
も
大
ε
な
る
か
ら
で
あ
る
。

…

＼
鑑　
　
一
.
一

.

1
一

1
」

「

5

0

5

20 253015lo5円

≒

…

＼

{食
掌
紋
用

…

…

,門

訂一「ト
「

5 聰0. 1151025言O
一

35 40 45

μ㎝國:∵ 殉

10152。 ゴ5.30

増 減 比 較

コ

コ

ム
轄

#

1

1

10十 ・一 一 一 一

尋}
【 '

-

'

-

†
5

『
剛 15 202530

差

　,⊥一一＼

一一 一一一一一一一一:=:=,∴

引 減

　

晦 ・一・.1

円1≒,。1」 202530

而
し
て
限
界
敷
用
が
全
然
均
等
ご
な
ら
な
い
迄
も
少
く
蓬
も
均
等
に
近
か
ら
し
む
る
事
が
差
金
を
よ
り
大
取
ら

し
む
る
の
所
以
な
る
は
此
圖
表
の
明
に
示
す
所
で
め
る
。

、

、

、

、

㌧

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

此
原
則
は
所
得
税
負
捲
の
分
配
に
も
適
用
出
来

る
。
例

へ
ば
大
正
九
年
度
豫
算
に
於
て
財
政
の
.必
要
上
二
億
圓

の
金
額
を
所
得
視
の
形
式
に
於
て
我
国
民
経
済
よ
り
徴
牧
す
る
の
止
む
無
き
に
至

っ
た
ε
す
る
。
此
亘
額
の
金
額

論

説

所
得
税
均
等
員
澹
の
理
想
ε
實
現
(
一
)

第
レ
巻

(第
三
號

六
一)

三
六
九



需

説

所
得
税
均
竿
責
櫓
の
理
想
ε
實
現
二
)

第
+
巻

(第
三
雛

六
二
)

三
七
〇

を
如
何
な
る
具
合
に
各
個
人
経
済
に
割
當

つ
れ
ば
脛
濟
主
義
の
理
想
に
適
ふ
べ
き
か
。
最
も
簡
軍
な
る
場
合
を
考

へ
假
に
我
國
民
纏
濟
が

甲
乙
乙
箇
の
個
人
脛
濟
よ
り
成
り
、

甲
は
四
億
圓
の
財
産
所
得
を
有
し

其
限
界
奴
用
は

二
、
乙
は
三
億
山
ハ
千
萬
圓
の
動
勢
所
得
を

…,
二

暑
案
osloisYo2[52to31540

一十 一

4.o億

適
　冊
を
見

る
の
で
あ

る
。

団
山
σq
。周
o
「参

の
主

張
し

O
異
く
巽

の
唱
道

せ

る
租

税

の
限
界
犠
牲
年
増

の
原

則

(国
ρ昏
,

へ

を

マ

マ

や

あ

ヘ

コ

へ

も

も

も

カ

セ

マ

ロ

リ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヵ

へ

ら

も

ロ

へ

あ

し

へ

毫

西
⇒巴

・円。島
。2
げ
8
・罵
。=
巽
客
8
)
は
實

に
此

根
擦

の
上

に
立
脚

し
て
み

る
。
こ
れ
余

の
所
謂
所

得
税

の
均

等
負

ロ

　

も

た

も

で

へ

幽
櫓

の

原

則

で

め

る

。

一

有
し
其
限
罪
数
用
は
五
な
り
ε
す
る
。
而

し
て
此
場
合

二
億
圓
を
ば
両
者

の
限
界
敷

用
が
等
し
く
な
る
様
に
換
言
せ
ぱ
限
界
犠

牲

(言
軽
乾

留
⊆摯
二
、)
が
孕
均
す
る
様
に

取
る
事
、
例

へ
ば
甲
よ
り

一
億
五
千
萬
圓

乙
よ
り
五
千
萬
圓
を
取
り
両
者
の
最
後
の

限
界
犠
牲
を
六
に
半
均
せ
し
む
る
の
が
最
.

も
犠
牲
が
小

で
あ
る
。
全
部
妓
用
極
大
犠

牲
極
小
の
理
想
は
藪
に
於
て
達

せ
ら
れ
、

租
税
の
卒
等
の
原
則
は
始
め
て
完
全
な
る

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

U)F.Y.Edg℃woLlth,P巳 【.eTheoryofTaxation(Economic∫oumaL【897・

PP,550-571)

C.F.B・ ・t・bl・,Pゆli・r;・ ・nce.Bk.III.Ch・Pt・rlll.PP.3・ ・一3・・.

,



.

蛎

憎

…第
三

所
得
税
の
均
等
員
措
の
方
法

↑

假
定
を
重
ね
條
件
を
.附
し
て
、

一
.の
抽
象
原
理
な
る
山
巓
に
達
し
た
。
是
よ
b
山
を
下
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
種
々

の
特
種
事
情
を
斟
酌
せ
ね
ば
な
ら
蹟
Q

以
上
の
議
論
は
凡
て
二
の
人
な
る
假
定
を
ぱ
前
提
こ
し
て
み
る
。

一
は
物

の
側
に
存
す
る
假
定
で
あ

っ
て
所
得

を
ば
享
樂
財
同
様
に
扱
ひ
生
産
財
は
全
く
眼
中
に
置

か
な
か
つ
π
黙
で
あ
る
。
第
二
は
人
の
側
に
存
し
赦
用
享
受

.

な
る
大
事
實
の
前
に
は
萬
人
凡
て
卒
等
な
り
ε
定
め
だ
の
で
め
る
。
此
二
大
假
定
は
恰
も
時
代
精
神
に
吻
合
し
、

人
の

36

ご
國
の
制
度
ε
を
結
ぶ
微
妙
な
る
財
政

の
絆
を
示
し
て
み
る
。
.然

し
要
す
る
に
假
定
で
あ
る
。
實
行
に
當

ノ
つ
て
は
幾
多

の
條
件
.を
加

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

セ

う

も

り

ヘ

へ

も

し

あ

も

し

も

ヤ

ヨ

ヨ

ヤ

も

ヤ

へ

し

ヘ

へ

あ

あ

ヤ

ヘ

エ

あ

も

マ

へ

も

へ

も

モ

あ

へ

も

コ
　

で

ヤ

余
の
根
本
理
論
は
所
得

の
齎
す
享
樂
の
限
界
敷
用
を
礎
石
ε
し
其
上
に
築
き
上
げ
π
者
で
あ
る
。
然
ら
ば
各
人

し

も

し

ヵ

ち

も

り

も

へ

も

も

マ

も

も

カ

も

も

ヘ

ヤ

も

り

も

も

へ

も

や

の
所
得

の
限
界
敷
用
は
如
何

な
る
事
情
に
基
き
差
異
を
生
す

べ
き
か
。

慰

鍵

(墨

巨
・三

・§
・…
)
よ
り
云
へ
葵

郷

券

慰

σ
限
最

用
琉

肺
響

翼

壁

藩

も

ゐ

ヘ

エ

ヤ

も

ち

も

ロ

マ

セ

コ

も

　

ら

も

も

コ

も

に
小

で
あ

る
。
.累
進

税
論

な
.。σq.6里
。こ

は
是

か
ら
山

猿

し
て
み

る
。

む

む

む

　

所

得

の

質

(
】)
奪

.。
昌
二
四
二
。
口
。
=

ロ
.
。
幕

・、)

よ

り

観

れ

ば

問

題

は

自

9

二

つ

に

分

れ

る

。

一
は

所

得

源

の

種

類

で

あ

も

ち

カ

カ

　

い

た

し

へ

も

も

マ

へ

も

セ

へ

り

つ
て
他
は
所
得

の
使
用
方
面

の
差
異

で
あ
る
。
.所
得
源
よ
り
云

へ
ば
財
産
所
得
即
ち
牧
盆
は
動
勢
所
得
よ
り
も
限

霧

躰

騨

、勢

慰

繋

奪

・潮
　
藝

・)
春

寒

e
・
所
得
使
用
の
島

よ
芸

へ
ば
密
寡

駅

論

説

所
保
税
均
等
責
櫓

の
理
想
巳
賢
現
(
一
)

第
十
巻

(第
三
號

六
三
V

三
七

「

㌔



論

説

所
得
税
均
等
頁
携
の
理
想
曼

現
(
こ

第
+
巻

(第
三
號

六
四
〉

三
七
二

存
か
か
萱

姫
存
必
恥
骨
み
ゲ
け
血
か
を
曹
曜

鮒
中
酔
都
曹
r
ゲ
ぴ
典
脾
徹
⑳
限
卵
娩
貯
脚
押
で
か
ゲ
、
此
C

へ

あ

ち

セ

カ

ヤ

ヤ

ツ

も

ヘ

へ

り

り

ろ

う

て
必

要

費

免

税

論

(①
話
冨
嘗

。
コ

。
-
註

簿
{。
ヨ
①
口
ρ
)

を

生

で

る

の

で

あ

る
。

騨

欝

移

審

懇

杯

疹

聡

、べ
欝

・
鍵

霧

、
妙
齢

霧

欝

、
必
審

審

橡

掌

切

ヤ

コ
あ

も

も

カ

も

も

も

も

カ
　

へ

も

し

さ

へ

一
々
之
を
明
に
せ
ん
ε
す
る
の
で
あ
る
。

周

村
肝
勧
曹
伽
脾
勧

か
隈
馳
御
触
幽
静
に
犬
脾
徹
骨
分
兜
お
い
ゼ
允
を
か
尉
・
訟

に
恥
進
徳
論
押
金

脚
か
い
を
。

然
ら
ば
限
界
敷
用

の
人
な
る
程
度
如
何
。
切
。
三
。
三
富
に
擦
れ
ば
財
産

の
債
値
を
等
差
級
撒
舶
に
増
す
が
爲
め
に
は

財
産
の
額
を
等
比
級
敷
的
に
増

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
後
世
聾
者
が

一
般
享
樂
財

の
敷
用
漸
減
を
漠
然
ε
説
明
せ
る
に

反
し
、
彼
は
所
得
財
産

の
数
用
漸
減

を

一
定

の
公
式

に
な
と
め
て
み
る
の
で
あ

る
。
≦
①σ
o
「-
悶
Φ
。7
昌
。「
に
先
立
つ

多
年
、
其
刺
戟
感
受
耀
減
法
則
ε
同

一
.の
公
式
を
ば
極

め
て
複
雑
な
る
精
神
現
象
に
與

へ
旋
事
は
興
味
深
き
事
實

●

で
あ
る
。

所
得
の
齎
ナ
敷
用
は

頃
の
葺
曾
臣

の
云
ふ
が
如
き
者
な
b
や
は
疑
問
で
あ

る
。
否
漸
減
に

一
定

の
方
式
あ
り
ゃ

は
第
二
ご
レ
て
も
・
漸
減
す
ゐ
事
其
自
身
も
頗
る
異
論
多
き
所
で
あ

る
。
若
し
所
得
が
享
樂
財

の
み
に
使
用
せ
ら

る
、
者
な
ら
ば
、
享
樂
財
に
は
数
用
漸
減
法
則
行
は
る
、
が
故
に
、
所
得
に
も
限
界
敷
用
均
等
の
法
則
を
無
條
件

に
慮
円
し
極
端
な
る
累
進
税
を
課
し
以
て
所
得
丞
下
等
な
る
肚
會
主
義
者

の
理
想
を
實
現
す
る
の
も

一
策
で
あ

る
。

然
し
大
所
得
者
の
所
徹
は
先
づ
最
初
の
小
部
分
を
藁

財
に
使
用
し
其
残
部
を
ぱ
殆
ん
ご
凡
て
護

財
に
充
て
る

の
が
常
で
あ
租

生
産
財
な
暑

は
其
本
質
上
可
な
b
高
き
程
度
に
迄
敷
用
漸
増
法
則
に
支
配
せ
ら
れ
、
其
節
園

12)4・ 川1↑唐〔士 、 租 税 論 言置義 、 第 一 篇 第 五 章 第 二二節 第 二 欺 、64-66頁

Chapterl.pp・9一15・1(ennan,IncomeTaxation.

EdwinR.A.Seligman,TheIncomeTax,Introduction.勲6-8.pp.22-34.

Carver,TheEthicalBasisofDistribution&itsApplicationtoTaxation, ,13) 山 崎 博 士
、 経 済 原 論 、 第 四 篇 第 六 章 第 二 鯖 、322-325頁



k
.

内

に
於

て
は
限
界

敷
用
均
等

の
法
則
を
蓑

切

っ
て

み

る
。
.從

っ
て
生
産
財

の
方

面
よ

り
見

れ
ば
極
端

な
る
累

進

祝

の
適

用
は
全
然
意

味
無

き
看

ご
な

る
。
光

勲

に
關

し

O
胃
く
興

が
巧

な

る
説
明
を
下

し
て
み
る
。
彼

は
租

税

の
齎

す
損
失

を
二
に
分

ち
》

一
を
生
産
事

業

の
萎
微
.
(.Φ℃..瞬の一。コ
。二
冨
9
、[.}.
即
豊

Φ壱
ヨ
①)
と
し

て
生
産
上

に
及
ぼ
す
影

響
を
示

し
、
二
を
納

挽
者

の
負
捨
す

る
犠
牲

(四国。二
印..
酢。
㌘

8

謡
。

冨
}.
一ゲ2

異
色

ε
名
付

け
消
費

上

の
影
響

を

意
味

し
、
後
看

の

み
よ
b
見

れ
ば
洩

牧

に
近
き
累

進
視

を
適
用

す

べ
き
筈

の
慮
前
者

を
顧
慮

し
て
穏
健

な
る
累
進

税
を
採
用

す

べ
し

ε
結
ん

で
み
る
。
吐

く

の
和

ぎ
議
論

は
安
協

約

ε
云

へ
ば

せ
う
も
云

へ
る
。
然

し
今
日

の
私
有

財
産

制

の
下

に
在

り
て
漸
推

的

に
號

會
政
策

の
理
想

を
實
現

せ
ん

ε
す

る
財
政
革
巻

の
立
場
よ

り
せ
ぱ
、
此

二
元

ほ

諭
は
最

も
當

を
得

た
も

の
で
あ

る
。

遡

り

　

　
　

　

む

む

　

累
進
枕
は
之
を
分
ち
税
率

の
累
進
椀
ご
課
挽
物
件
の
累
進
税

ご
に
匠

別
†
る
事
が
出
京
る
。
課
税
物
件

の
累
進

む・視

ε
は
視
率
を

一
定

の
比
率

に
定

め
課
税

物
件

の
み
を

攣
更

し
て
累
進

税

を
課

す
る
方

法
で
あ

る
、

O
国臣
o】
は
比

ゆ

ロ

　

　

　

　

　

.

方
法
を
深
く
調

べ
て
み
る
。
然
し
通
常
各
・隅
に
行
は
れ
て
る
る
の
は
税
率
め
累
進
税
で
あ
る
。
税
率

の
累
進
税
は

盟
純
累
進
税
、
複
雑
累
進
税
、超
過
累
進
税

の
三

に
分
つ
事
が
出
来
る
。
話
毎
o
は
封
敷
を
慮
旧

し
て
極
め
て
合
理

的
切
複
雑
累
進
税
を
案

出
し
て
み
る
。
超
過
累
進
税
に
就
て
は

・∩
斤塑

巴

の
有
益
な
る
研
究
が
擾
表
せ
ら
れ
て
る

る
。
此
等
の
研
究

は
何
れ
も
未
成

の
域
を
脱
し
な

い
が
こ
う
か
し
て
累
進

口
合
理
的
根
糠
を
與

へ
ん
こ
す
る
貴
重

な
る
努
力

の
結
晶
で
あ
る
。

ヤ

カ

ヤ

カ

ち

し

も

も

ね

へ

も

も

も

ヤ

モ

リ

し

マ

コ

も

　

コ

じ

も

・
・
此

等
諸

息
見
を
綜

合
す

る
ご
.
【
の
累
進

税
.の
原

則
が
成

立
す

る
し
第

一
に
は
累

進
す

る
事

が
必
要

で
あ

る
、
即

ち
課

税
物

件

の
敷

畳
償
格
の
増
大
す

る
に
從

ひ
税
率
を

相
當

高
く
増

し
、
最

小
限

ε
し
て
社
倉
政
策

的
目
的
を
達

論

説
.

所
得
税
均
等
頁
槽
の
理
想
ε
實
現
(
「
)

第
ポ
巻

〔第
三
號

、六
五
)

三
七
三
.

.
叫
15)

16)

17)

下 村 匡匡士 、 財 政 學 、 第 三 篇 第 二 部 第 四 章 第 一 節 第 五 歎 、480-487頁
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諦

観
"

所
得
税
均
等
員
携
の
理
想
ざ
實
現
(
ご

第
十
巻

(第
三
號

六
六
)

三
七
四

◎

す

る
程
度

に
迄
累

進
す

る
を
要
す

る
の
で
あ

る
。
第

二

に
累
進

を
穏

健

に
し
最
大

限

ε
し
て
個
人

の
脛
濟
的
活
動

湘

を
阻
止
せ
し
笹

い
響

要
す
・
即
ち
鑑

謬

が
ガ
懲

り
鍛

な
ら
し
掌

特
に
大
所
得
者
が
小
所
得
者
よ

卿

幽

し

ち

し

う

ヤ

も

・
も
小
な
・
鑑

蔓

努

様
華

・
し
て
は
な
畠

、旨超
費

進
の
制
是
よ
り
起
ゑ

加
重

進
の
量
局
限
を

㎜

定

め
無

限

に
税
率
を
上

ぼ
す
事

を
避

け
ね

ば
な
ら

ぬ
、

こ
れ
所

謂
形
式
的
累
減

(釦の四叫o、切回。.
)
の
必
要

な

る
所
以

で

㎜

・
・
.
第
三
蟻

藏

　

讐

制
定
　

・
…

、
民
衆
・
理
解
し
得
・
い
藩

政
策
的
立
・
な
る
者

、
蜘

は
存

在
し

得
な

い
か
ら
で
あ

る
。
国
α
σqo
宅
o
「夢

も

大
禮

之

と
類
似

の
原
則

を
掲
げ

て

み

る
。

脚

ラ

　
　

三

.

g

の

　

う

次
は
所
得
の
質

の
問
題
で
あ
る
。
勤
勢
所
得
輕
課
論
必
要
費
冤
税
論
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
て
み
る
。

血
餅

烈

-3

個
人
所
得
は
其
由

っ
て
來
る
源
よ
り
見
る
時
は
三
種
に
雇
刑
す
る
事
が
階
[摩

る
。
純
然
た
る
動
勢
よ
り
來

る
も

α

p

㎡

卿

の
即
ち
勤
夢
所
一得

ご
、
純
然
た
る
財
産
よ
り
来
る
も
の
財
産
研
…得
ご
、
両
者

の
混
合
た
る̀
財
産
勤
勢
共
働
の
所
得

s

91

り

も

で

も

た

ヵ

ら

ぬ

も

エ

へ

も

ル

モ

お

や

も

も

も

も

ヘ

ヘ

ヤ

や

し

も

も

も

し

や

エ

ヤ

ヤ

ヤ

も

　

エ

購
灘
鄭
灘
羅
禦
鰐凋囎
雛
鱗
鱗
纏
欄
鎌
朝剛
臆

依
り
限
畏

早

均
の
屍

毒

婁

が
・
勤
欝

得
輕
課
の
際
は
之
芒
異
・
控
除
建

の
方
法
が
採
用
せ
ら
れ

欝

て
る
る
・
こ
れ
一
般
所
得
聲

磐

馨

鑑

・
行
…

國
・
於
・
・
親

藷

去

要
求
・
あ
・
.
故
呆

蔽

問
題
は
結
局
控
除
査
定
額
を
如
何
に
定
む

べ
き
か
に
締
す
る
の
で
あ
る
。

E
σ

.

税
馨

査
委
員
會
で
は
動
勢
所
得
よ
り
四
割
、
財
産
勤
勢
共
働
の
所
得
よ
り
二
割
を
差
引
き
養

額
に
劃
し
恰

埆



炉

喝

、

も
財
産
所
得

の
金
額

に
封
ず
る
己
同

一
牽
を
課
す

べ
し
ご
提
案

し
て
み
る
。
節
ち
動
勢
所
得

の
控
除
金
額
決
定
の

問
題
を
ぱ
、
現
今

一
定
の
動
勢
所
得

を
有
す

る
人
が
其
所
得
の
幾

分
を
割
き
て
.貯
蓄

す
る
時
は
老
衰
又
は
死
亡

の

際
に
相
當
の
所
得
を
土
室

べ
き
元
本
資
本
を
構
成
し
得

べ
き
や
ε
云
ふ
問
題

ε
解
し
、
卒
均
動
勢
年
限
を
二
十
五

年
本
邦
に
於
け
る
竿
均
金
利
を
五
歩

ε
し
、
還
元
法
複
利
計
算
を
用

ひ
結
局
四
割
控
除
ご
云
ふ
答
案
を
得

て
み
る
。

而
し
て
財
産
動
勢
共
働
所
得

に
は
、
財
産
所
得

の
十
割
ε
動
勢
所
得

の
六
割
ε
の
中
を
`
り
二
捌
を
控
除
し
残
額

八
割
に
課
税
す

る
事
ご
し
た
の
で
め
る
。
然
し
其
、後
税
法
整
理
案
審
査
會
の
成
案

に
依
る
と
動
勢
所
得
よ
り
は
三

割
財
産
勤
勢
共
働
所
得
よ
b
は

↓
割
五
分
を
控
除
し
残
額
に
課
す

べ
し
ε
改
め
て
み
る
。

或
は
本
問
題
を
生
命
保
険

の
保
険
料
算
定
ε
も
考

へ
る
事
が
出
來
る
。
即

ち
動
勢
所
得
者
が
其
所
得
の
幾
割
を

割
き
尋
常
終
身
保
険
純
保
険
料

ε
し
て
納
む
る
聴
は
死
後
相
當
の
所
得
を
生

で
る
財
産
に
等
し
き
保
険
金
を
懐
に

す

る
事
が
出
京
る
か
ご
云
ふ
問
題
で
あ
る
。
英
国
十
七
會
祉
表

に
依
り
二
十
五
歳
の
者

の
年
携
純
保
険
料
を
求
め

る
ご

炉
㌦

終

日

翫

酵
羅

11
P
。.磨認

ε

な

る

、
所

得

を

五

歩

で

遽

元

す

る

ご
三

割

(
ρ
。
同
語

×
8
11
。
・鵠繹

)
を

、

四

歩

で

濯

元

す

る

ε

四

割

{
。・韓

語

巻

駅
1ー

噛

し

ら

も

も

リ

マ

も

　

　

ゆ

マ

カ

カ

へ

も

し

も

へ

し

ヤ

マ

。.馨

}
を
貯
蓄
す

る
必

要
が
あ

る
。
結

局
動

勢
所
得

の
三

四
割
を
控
除
す

る
の
が

至
當

で
あ

る
..

も

モ

も

ち

も

も

所
得
は
又
其
使
用
の
目
的
よ
り
見

て
自
由
所
得

ε
生
活
必
要
費
ε
に
嘔
別
す
る
事
が
田
楽

る
。
生
活
必
要
費
ε

り

り

も

も

ヤ

も
　

も

マ

も

も

り

も

ロ

も

も

カ

ヵ

で

も

セ

う

も

へ

り

ロ

へ

も

も

も

や

で

ヤ

ヵ

た

も

も

カ

　

　

あ

ヵ

も

は
生
活
を
支
え
る
最
小
限
の
費
用
で
あ
る
か
ら
其
限
界
奴
用
は
限
無
く
高
い
の
で
あ
る
。
故
に
国
家
は
限
界
敷
用

ロ

ヤ

も

も

ロ

ロ

も

エ

カ

も

カ

し

や

も

も

ゐ

も

セ

し

や

う

も

も

カ

た

つ

ヘ

へ

も

も

も

均

等

の
必
要

か
ら

し
て
も

生
活
必
要
費

に
は
絶
劃

に
手

を
下
し
得

な

い
の
で
あ

る
。
神
戸
博
士

は
、
租
税

の
原
則

論

覗

所
得
税
均
等
貢
櫓
の
理
想
ピ
實
現
(
ご

第
十
借

(第
三
號

六
七
)

三
七
五

19)税 法審査委員會審査報 告、第三章第二歎、110-120頁 、

税法整 理案審査會審 査要録 、相貌整理 法律案ヨ所得税 法 中改正法律 案、

.

㌔



」

論

説

所
得
税
均
等
貢
櫓
の
理
想
こ
實
現
(
こ

第
+
巻

(第
三
號

六
八
)

三
七
六

及

び
根
撮

に
稽

へ
且

つ
國
民
的
自
畳

を

一
般
国
民

に
普

及
す

る
爲

め
に
最
小

活
資

免
税

の
制
度

に
大
な

ろ
疑

問

を

鋤

、

、

、

、

、

、

、

、

,

、

塾

、

、

、

抱
き
傾
聴
す

べ
き
反
射
意
見
を
獲
表
し
て
ゐ
ら
れ
る
が
、
余
は
通
説
に
從
ひ
生
活
必
要
費
冤
税
に
賛
成
す

る
者
で

か
碧

し

セ

サ

し

も

あ

や

上
記
の
最
低
生
活
費
は
蓮
常
人
を
目
標
`
し
租
税
法
.が

}
様
に
定
め
た
の
で
あ
る
が
、
更

に
老
人
子
供
不
具
者

　

ヤ

で

も

も

り

ヤ

へ

り

ち

セ

も

リ

カ

ヵ

モ

も

ヘ

ヘ

マ

し

も

セ

も

ぬ

り

う

モ

へ

あ

へ

等
不
生
産
者
を
養

っ
て
み
る
家
庭
で
は
必
要
費
は
是
以
上
に
上
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
即
ち
か
、
る
事
情
の
下
に
在

も

ヘ

マ

た

あ

も

へ

っ
て
は
同

一
金
額
の
所
得
に
て
も
然
ら
ざ
る
者
よ
り
も
其
限
昇
殿
用
が
頗

る
高

炉
の
で
あ

る
。
藪
に
も
亦
控
除
査

で

も

コ

し

り

で

へ

ら

も

も

ヘ

ヤ

へ

ち

カ

も

ヤ

ヨ

い

も

コ

へ

定

又

は

累

進

等

級

の

引

下

の

方

法

を

講

挙

る

必

要

が

あ

る

。

、

四

、

'

、

、

、

、

、

、

、

N

、

、

p

、

、

、

、

'

、

'

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

レ

、

、

、

、

、

、

限

界

鼓

用

均

等

の

原

則

に

基

く

所

得

税

の

均

等

負

措

の

法

則

を

ぱ

以

上

諸

種

の

方

法

で

蓮

成

せ

ん

ざ

す

る

の

が

　

ヤ

も

ヵ

も

も

へ

余
の
主
張
で
あ
る
。

.
此
法
則
は
徹
底
的
に
行

へ
ば
肚
會
主
義
者

の
理
想
ご
同

一
結
論
に
達
す
る
が
故
に
當
に
二
重
の
批
難
が
加

へ
ら

れ
て
る
る
。
第

一
は
生
産
量
覗
諭
で
あ

っ
て

-
富
の
分
配
の
不
孝
等
あ
b
て
始
め
て
生
産
起
り
國
.運
進
む
に
拘
ら

す
却

っ
て
悪
牛
等
を
理
想
こ
す

都
が
如
き
は
不
可
な
り
」
ε
主
張
し
、
第
二
は
異
質
酋
貢
論
で

「
此
程

の
説
は
本

床
差
異
あ
る
人
を
ば
同
質
な
り
ε
曲
解
す

る
に
出
づ
」

ε
攻
撃
す
る
の
で
あ

る
。
勿
論
彼
等
の
攻
撃
も
或
程
度
迄

當

っ
て
み
る
。
然
し
余
も
生
産
を
重
ん
じ
て
こ
そ
形
式
的
累
減

で
満
足
し
、
異
質
を
慮
る
が
故

に
小
所
得
輕
課
必

要
費
免
税
を
是
認
し
た
の
で
あ
る
、
是
以
上
生
産
を
顧
慮
し
、
是
以
外
に
異
質
を
逼
貢
す

る
が
如
き
は
租
税

の
本

質
上
出
家
難

い
相
談
で
あ

る
。

20)神 戸 藩 士 、最 小 活 資 の 呪 税(租 暁 研 究 、 第 一 部 第 三 篇 ㍉7～ 一124頁)
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.
-或
は
梼

税
叉
は
累
漉
税
に
止
む
る
時
は
大
所
得
者
を
し
て
資
本
を
集
積
せ
し
め
限
界
歎
用
小
な
る
互
額
の
財

を
挺
せ
L
む

る
が
故
に
生
産
事
業
を
刺
戟
す

る
所
以
ε
扱
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
是
は
訟
り

に
資
本

の
力
に
頬

面
過
ぎ
た
議
論
で
あ
る
。
国
家
肚
會
主
義
の
行
は
る
、
現
代
に
在
.り
て
は
官
業
の
横
張
の
傾
向
著
し
く
大
小
の
生

産
は
專
ら
園
家
の
掌
中
"
移
ら
う
こ
し
て
み
る
か
ら
民
間
の
資
本
を
偏
愛
す
る
の
襲
は
巳
に
己
に
消
失
し
て
み
る

の
で
あ

る
。

叉
異
質
を
曲
解
し
、
小
所
得
者
は
浪
費
し
財
の
飲
用
を
獲
撫
す

る
事
少
き
に
反
し
、
大
所
得
者
は
歩

々
盆
々
鱗

参
る
が
故
に
、
悪
雫
等
の
同
質
諭
は
不
可
な
り
ご
諸
ふ
人
が
あ
み
。
然
し
此
は
飴
ヶ
に
現
代
を
遠
ざ
か

っ
た
議
論

で
あ
る
。
数
育
の
普
及
は
各
人
の
敷
用
享
受
能
力
を
均
等
に
近
か
ら
し
む
る
に
あ
ら
ざ
る
か
、
叉
現
代
国
家
麟
消

費
の
前
に
は
各
人
雫
等
な
り
ε
の
仮
定
の
上
に
建

っ
て
み
る
で
は
な

い
か
。

椿

偲
㍗
か
恥
澄
紺

動
勢
脚
紗
軽
帯

型
瀞
腔
嬰
動
地
除
似
h二
か
測
・
脾
御
梯
研
蜘
禦
賀
探
げ
原
則
が
此
曜
姐

へ

ゐ

マ

リ

う

う

サ

カ

し

セ

も

も

リ

カ

ゆ

ロ

も

も

ヤ

セ

も

も

マ

カ

ヤ

セ

も

し

り

り

き
方

法

に
基

き
始

め
て
實

現
せ
ら

る
.＼
者

な
.為
事
は

疑
を
容
れ

な

い
の

で
あ

る
。

(未
完

)

,`

4

諦

観

所
得
税
均
等
貢
推
の
理
想

ご
實
現

(
一
)

趙
夘
†
媒
Ψ

(麟
〃三
興
軸

占八
九
)

三
七
七

隅

、
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